
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

■劳灾保险(*正式名称:劳动者灾害补偿保

险)是劳动者在工作中或上下班路上(*规

定的通勤路段)发生的交通事故、患急病

或死亡时,由劳动署代替雇主来补偿工人

损失的国家规定的制度 。 

■劳灾保险规定即使只有1名工作人员的公司也必须

加入劳灾保险。 

■保险费全部由雇主负担，无需工人(职工)承担保

险费。  

■劳灾保险的被保险对象不只是正式工人,包括计时

工或临时工等所有得发工资的人们。 

■因为劳灾去医院看病时,请在医院挂号处事先声

明。 

●在劳灾保险医院或劳灾保险指定医疗机关,可以免

费接受疗养，需要的疗养费由劳灾保险机关直接付

给医院。(*疗养:为了养病治疗恢复健康的休养。 ) 

●在劳灾保险医院或劳灾指定医疗机关以外的医院

治疗或养病时，全部费用由受灾者承担，(*不可使

用健康保险)。若是被承认属劳灾时，事后会支付全

部费用给本人。 

■关于劳灾问题的咨询与申请是在劳动基准监督

署。 (＊而不是职业介绍所。) 

●在劳灾指定医院疗养时，“疗养费的支付请求

书”要提交公司所在地所属的劳动基准监督署审

批。 

●除上述以外的医院时,“疗养费的结算单”要提交

所属劳动基准监督署审批。  

■申请劳灾资料必须要雇主的证明书，如果拿不到

雇主的证明时，要自行附加一份理由书，可以直接

提交劳动基准监督署。 

■希望由劳灾保险治疗时,不要使用健康保险证来看

病。不过是交通事故时,用加害者的汽车保险 (自陪

责/任意) 还是用劳灾保险治疗,由本人来选择，原

则上不可两者同时使用。  

■想询问劳灾问题的详细,请到以下地方咨询。 

□埼玉劳动局“外国人劳动者咨询处”: 

  电话: 048-600-6204 

  中文:星期二・星期四/英文:星期三・星期五 

  上午9点-下午5点 

□SIA“埼玉外国人综合咨询中心”劳动咨询 (电话:    

  同下)每星期二 (原则上只接受面谈，需要预约) 

「外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

センター埼玉
さいたま

」への相談
そうだん

から 
 

Ｑ.35) 労災保険
ろうさいほけん

について 

 

“埼玉外国人综合咨询中心” 电话：048-833-3296 

  星期一至星期五上午 9点– 下午4点 

(法定假日・12/29—1/3除外) 

■労災保険
ろうさいほけん

（＊正式名
せいしきめい

：労働者災害補償保険
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん

）とは、労働者
ろうどうしゃ

が仕事中
しごとちゅう

や通勤
つうきん

の途中
とちゅう

（＊一定
いってい

の決
き

まった通勤
つうきん

ルート 上
じょう

）で、ケガをしたり

病気
びょうき

になったり、死亡
し ぼ う

したとき、事業主
じぎょうぬし

に代
か

わって保険制度
ほ け ん せ い ど

に

よって補償
ほしょう

する国
くに

の制度
せ い ど

のことです。 

■労災保険
ろうさいほけん

には、１人
ひ と り

でも労働者
ろうどうしゃ

を雇
やと

っている事業主
じぎょうぬし

は、 必
かなら

ず

加入
かにゅう

しなければなりません。 

■保険料
ほけんりょう

は、事業主
じぎょうぬし

が全額負担
ぜんがくふたん

し、労働者
ろうどうしゃ

（ 従 業 員
じゅうぎょういん

）に保険
ほ け ん

料
りょう

の負担
ふ た ん

はありません。 

■労災保険
ろうさいほけん

が 対 象
たいしょう

となる労働者
ろうどうしゃ

とは、正社員
せいしゃいん

だけでなく、パー

ト、アルバイトなど、使用
し よ う

されて賃
ちん

金
ぎん

が支払
し は ら

われている全
すべ

ての人
ひと

が含
ふく

まれます。 

■労災保険
ろうさいほけん

で病 院
びょういん

にかかりたいときは、そのことを窓口
まどぐち

で告
つ

げ

てください。 

●労災病院
ろうさいびょういん

または労災指定医療機関
ろうさいしていいりょうきかん

では、無料
むりょう

で療 養
りょうよう

が受
う

けら

れます。 療 養
りょうよう

にかかった費用
ひ よ う

は、労災保険
ろうさいほけん

から医療機関
いりょうきかん

に 直
ちょく

接支給
せつしきゅう

されます。（＊療 養
りょうよう

：病気
びょうき

や傷
きず

を治
なお

すため治療
ちりょう

し休
やす

むこと） 

●労災病院
ろうさいびょういん

または労災指定医療機関
ろうさいしていいりょうきかん

以外
い が い

の医療機関
いりょうきかん

で療 養
りょうよう

した

場合
ば あ い

は 、 費用全額
ひようぜんがく

を 被災労働者
ひさいろうどうしゃ

が 支払
し は ら

う こ と に な り ま す が 

（＊健康保険
けんこ うほ けん

は使用
し よ う

しないこと）、労災
ろうさい

が認
みと

められれば、後
あと

でその

療 養
りょうよう

費
ひ

が現金
げんきん

で支給
しきゅう

されます。 

■労災
ろうさい

についての相談
そうだん

や請 求
せいきゅう

は、労働基準監督署
ろうどうきじゅんかんとくしょ

です（＊ハロー

ワークではありません）。 

●労災指定
ろうさいしてい

病院等
びょういんなど

で療 養
りょうよう

する場合
ば あ い

は、「療 養
りょうよう

の給付請求書
きゅうふせいきゅうしょ

」

を、会社
かいしゃ

がある地域
ち い き

を担当
たんとう

する所轄
しょかつ

の労働基準
ろうどうきじゅん

監
かん

督署
とくしょ

に提 出
ていしゅつ

し

ま す。● そ れ 以外
い が い

の 病 院
びょういん

で 療 養
りょうよう

す る 場合
ば あ い

は、「 療 養
りょうよう

の

費用請求書
ひようせいきゅうしょ

」を所轄
しょかつ

の労働基準
ろうどうきじゅん

監
かん

督署
とくしょ

に提 出
ていしゅつ

します。 

■ 請 求書
せいきゅうしょ

には事業主
じぎょうぬし

の 証 明
しょうめい

が必要
ひつよう

ですが、もし事業主
じぎょうぬし

から

証 明
しょうめい

がもらえない場合
ば あ い

も、その理由
り ゆ う

を書
か

いた書類
しょるい

を添
そ

えて、労
ろう

働基準監督署
どうきじゅんかんとくしょ

に提 出
ていしゅつ

することができます。 

■労災保険
ろうさいほけん

での療 養
りょうよう

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は、健康保険証
けんこうほけんしょう

は使
つか

わない

でください。ただ、交通事故
こ う つ う じ こ

の場合
ば あ い

は、加
か

害者
がいしゃ

の自動車保険
じ ど う し ゃ ほ け ん

（自
じ

賠責
ばいせき

/任意
に ん い

）で 療 養
りょうよう

するか労災
ろうさい

にするかは、本人
ほんにん

が選
えら

びます。

原則
げんそく

として、 両
りょう

方
ほう

を同時
ど う じ

に使
つか

うことはできません。 

■労災
ろうさい

についての詳
くわ

しいことは、下記
か き

に相談
そうだん

してください。 

□埼玉労働局
さいたまろうどうきょく

「外国人労働者相談
がいこくじんろうどうしゃそうだん

コーナー」：TEL.048-600-6204 

    中国語
ちゅうごくご

：火
か

・木曜日
も く よ う び

 / 英語
え い ご

：水
すい

・金曜日
き ん よ う び

 9:00～17:00 

□ＳＩＡ「外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

センター埼玉
さいたま

」労働相談
ろうどうそうだん

（電話
で ん わ

：下記
か き

に同
おな

じ） 

  毎週火曜日
まい しゅ うかよ うび

（原則
げんそく

として面談相談
めんだんそうだん

、予約
よ や く

が必要
ひつよう

） 
 

 「外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

センター埼玉
さいたま

」：TEL.048-833-3296 

  月
げつ

～金曜日
きんようび

 9:00 am ～ 4:00 pm （ 祝日
しゅくじつ

・12/29 ～1/3 を除
のぞ

く） 

 选自埼玉外国人综合咨询中心的咨询 
    

    问题35)  劳灾保险   


